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第 一 章  総 則  
 （ 目 的 ）  
第 一 条  こ の 規 程 は （ 以 下 「 本 規 程 」 と い う 。） は 、 道 路 運 送 法 （ 以 下 「 法 」 

と い う 。）第 二 十 二 条 及 び 二 十 二 条 の 二 の 規 程 に 基 づ き 、輸 送 の 安 全 を 確

保 す る た め に 遵 守 す べ き 事 項 を 定 め 、 輸 送 の 安 全 性 の 向 上 を 図 る こ と を

目 的 と す る 。  
 

 （ 適 用 範 囲 ）  
第 二 条  本 規 程 は 、 当 社 の 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 に 係 る 業 務 活 動 に 適 用 す る 。  

 
 
第 二 章  輸 送 の 安 全 を 確 保 す る た め の 事 業 の 運 営 方 針 等  
 （ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 基 本 方 針 ）  
 第 三 条  社 長 及 び 役 員 は 輸 送 の 安 全 の 確 保 が 第 一 で あ る こ と を 認 識 し 、 事 業

活 動 を 行 な え る 体 制 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 社 員 に 対 し 輸 送 の 安 全 の

確 保 が 最 も 重 要 で あ る と い う 意 識 を 徹 底 さ せ る 。  
 ２  輸 送 の 安 全 に 関 す る 策 定 ・ 実 行 ・ チ ェ ッ ク ・ 改 善 （ P D C A） を 確 実 に

実 施 し 、 安 全 対 策 の 見 直 し を 図 り 、 全 社 員 が 常 に 輸 送 の 安 全 に 努 め る 。  
   ま た 、 輸 送 の 安 全 に 関 す る 情 報 に つ い て は 、 公 表 す る 。  

 
（ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 重 点 施 策 ）  
第 四 条   前 条 の 輸 送 の 安 全 に 関 す る 方 針 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 実 施

す る 。  
  一  輸 送 の 安 全 の 確 保 が 最 も 重 要 で あ る と い う 意 識 を 徹 底 し 、 関 係 法 令 及     

び 安 全 管 理 規 程 に 定 め ら れ た 事 項 を 遵 守 す る こ と 。  
  二  輸 送 の 安 全 に 関 す る 投 資 を 効 率 的 に 行 な う よ う 努 め る こ と 。  
  三  輸 送 の 安 全 に 関 す る 内 部 監 査 を 行 な い 、 必 要 な 是 正 措 置 及 び 予 防 措 置

を 講 じ る こ と 。  
  四  輸 送 の 安 全 に 関 す る 情 報 の 連 絡 体 制 を 確 立 し 、 社 内 に お い て 必 要 な 情
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報 を 伝 達 し 共 有 す る こ と 。  
  五  輸 送 の 安 全 に 関 す る 教 育 及 び 研 修 計 画 を 策 定 し 、 実 施 す る こ と 。  
 
 （ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 目 標 ）  

第 五 条  前 条 の 方 針 に 基 づ き 、 目 標 を 策 定 す る 。  

 
 （ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 計 画 ）  

第 六 条  輸 送 の 安 全 を 確 保 す る た め に 重 点 施 策 に 応 じ て 、必 要 な 計 画 を 作 成  
す る 。  

 
 
第 三 章  輸 送 の 安 全 を 確 保 す る た め の 事 業 の 実 施 及 び そ の 管 理 体 制  
 （ 社 長 の 責 務 ）  

第 七 条  社 長 は 、 輸 送 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 最 終 責 任 を 有 す る 。  
 ２  社 長 及 び 役 員 は 、 輸 送 の 安 全 の 確 保 に 関 し 、 必 要 な 措 置 を 講 じ る 。  
 ３  社 長 及 び 役 員 は 、輸 送 の 安 全 の 確 保 に 関 し 、安 全 統 括 管 理 者 の 意 見 を

尊 重 す る 。  
 ４  社 長 及 び 役 員 は 、輸 送 の 安 全 を 確 保 す る た め の 業 務 の 実 施 内 容 及 び 管

理 状 況 が 適 切 か を 確 認 し 、 必 要 な 場 合 は 改 善 を 行 な う 。  

 
 （ 社 内 組 織 ）  

第 八 条  輸 送 の 安 全 の 確 保 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 者 を 選 任 し 体 制 を 構 築 し 、

輸 送 の 安 全 を 確 保 す る 。  
 一  安 全 統 括 管 理 者  
 二  運 行 管 理 者  
 三  整 備 管 理 者  
 四  代 務 者  
 ２  統 括 営 業 所 長 は 、安 全 統 括 管 理 者 の 命 を 受 け 、各 営 業 所 を 統 括 し 輸 送

の 安 全 確 保 に 関 し 、 指 導 監 督 を 行 な う 。  
 ３  運 行 管 理 者 及 び 整 備 管 理 者 は 、統 括 営 業 所 長 の 命 を 受 け 、当 該 営 業 所

を 統 括 し 輸 送 の 安 全 確 保 に 関 し 、 指 導 監 督 を 行 な う 。  
 ４  輸 送 の 安 全 に 関 す る 組 織 体 制 及 び 重 大 事 故 、災 害 等 に 対 応 す る 場 合 は 、

別 の 組 織 図 に 定 め る 。  
 
 （ 安 全 統 括 管 理 者 の 選 任 及 び 解 任 ）  

第 九 条   役 員 の う ち 、 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 第 四 十 七 条 の 五 に 規 定

す る 要 件 を 満 た す 者 か ら 安 全 統 括 管 理 者 を 選 任 す る 。  
   ２  安 全 統 括 管 理 者 が 次 の 各 号 に 該 当 す る こ と に な っ た と き は 、 当 該 管

理 者 を 解 任 す る 。  
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   一  国 土 交 通 大 臣 の 解 任 命 令 が 出 さ れ た と き 。  
   二  身 体 の 故 障 な ど の や む 得 な い 事 由 に よ り 、 引 き 続 き 業 務 を 行 な う こ

と が 困 難 に な っ た と き 。  
   三  関 係 法 令 等 の 違 反 又 は 輸 送 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 確 認 を 怠 る 等 、 そ

の 職 務 を 引 き 続 き 行 な う こ と に よ っ て 、 輸 送 の 安 全 の 確 保 に 支 障 を き

た す お そ れ が あ る と 認 め ら れ た と き 。  
 
 （ 安 全 統 括 管 理 者 の 責 務 ）  

第 十 条  安 全 統 括 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 責 務 を 有 す る 。  
 一  全 社 員 に 対 し 、関 係 法 令 等 の 遵 守 と 輸 送 の 安 全 の 確 保 が 最 も 重 要 で あ

る 意 識 を 徹 底 す る 。  
   二  輸 送 の 安 全 の 確 保 に 関 し 、 管 理 の 体 制 を 確 立 し 維 持 す る 。  
   三  輸 送 の 安 全 に 関 す る 方 針 、重 点 施 策 、目 標 及 び 計 画 を 誠 実 に 実 施 す る 。 
   四  輸 送 の 安 全 に 関 す る 報 告 連 絡 体 制 を 構 築 し 、 全 社 員 に 周 知 を 図 る 。  
   五  輸 送 の 安 全 の 確 保 の 状 況 に つ い て 、定 期 的 、且 つ 必 要 に 応 じ て 内 部 監

査 を 行 な い 、 社 長 及 び 役 員 に 報 告 す る 。  
   六  社 長 及 び 役 員 に 対 し 、輸 送 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 意 見 を 述 べ る な ど の

必 要 な 改 善 の 措 置 を 講 じ る 。  
   七  運 行 管 理 が 適 正 に 行 な わ れ て い る か 検 証 し 、運 行 管 理 者 を 統 括 管 理 す

る 。  
   八  輸 送 の 安 全 を 確 保 す る た め 、 社 員 に 対 し て 教 育 ・ 研 修 を 行 な う 。  
   九  そ の 他 の 輸 送 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 全 て の 事 項 に つ い て 統 括 管 理 す

る 。  
 
 
第 四 章  輸 送 の 安 全 を 確 保 す る た め の 事 業 の 実 施 及 び そ の 管 理 方 法  
 （ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 重 点 施 策 の 実 施 ）  
 第 十 一 条  輸 送 の 安 全 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 基 づ く 計 画 に 従 い 、 重 点 施 策

を 実 施 す る 。  

 
 （ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 情 報 の 共 有 及 び 伝 達 ）  
 第 十 二 条  輸 送 の 安 全 に 関 す る 情 報 が 適 切 に 社 内 に 伝 達 さ れ 、 共 有 さ れ る よ

う に 努 め る 。 ま た 安 全 性 を 損 な う よ う な 事 態 を 発 見 し た 場 合 は 、 直 ち に

関 係 者 に 伝 え 、 適 切 な 対 策 を 講 じ る 。  
 
（ 事 故 ・ 災 害 等 に 関 す る 報 告 連 絡 体 制 ）  
第 十 三 条  事 故 ・ 災 害 等 が 発 生 し た 場 合 に お け る 報 告 連 絡 体 制 は 別 に 定 め る 。 
 ２  事 故 ・ 災 害 等 に 関 す る 報 告 が 、 安 全 統 括 管 理 者 、 社 長 及 び 役 員 に 速 や

か に 伝 達 さ れ る よ う に 努 め る 。  
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 ３  安 全 統 括 管 理 者 は 、 社 内 に お い て 報 告 連 絡 体 制 の 周 知 を 図 る と と も に 、

報 告 連 絡 体 制 が 機 能 し 、 後 の 対 応 が 円 滑 に 進 む よ う に 指 示 を 行 な う 。  
 ４  自 動 車 事 故 報 告 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 百 四 号 ） に 定 め る 事

故 ・ 災 害 等 が 発 生 し た 場 合 は 、 規 定 に 基 づ き 、 国 土 交 通 大 臣 へ 報 告 又 は

届 出 を 速 や か に 行 な う 。  

 
（ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 教 育 及 び 研 修 ）  
第 十 四 条  第 五 条 の 輸 送 の 安 全 に 関 す る 目 標 を 達 成 す る た め の 教 育 及 び 研

修 に 関 す る 計 画 を 策 定 し 、 実 施 す る 。  
 
（ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 内 部 監 査 ）  
第 十 五 条  安 全 統 括 管 理 者 は 、 自 ら 又 は 安 全 統 括 管 理 者 が 指 名 す る 者 を 実 施

責 任 者 と し て 、 安 全 管 理 の 実 施 状 況 等 を 検 証 す る た め 、 年 に 一 回 以 上 、

適 切 な 時 期 を 定 め て 輸 送 の 安 全 に 関 す る 内 部 監 査 を 実 施 す る 。  
    ま た 、 重 大 な 事 故 、 災 害 等 が 発 生 し た 場 合 、 そ の 他 特 に 必 要 と さ れ る

場 合 に は 、 輸 送 の 安 全 に 関 す る 内 部 監 査 を 実 施 す る 。  
  ２  安 全 統 括 管 理 者 は 、 前 項 の 内 部 監 査 が 終 了 し た 場 合 は 、 そ の 結 果 を 速

や か に 社 長 及 び 役 員 に 報 告 す る と と も に 、 改 善 す べ き 事 項 が 認 め ら れ た

場 合 は 、 必 要 に 応 じ 方 策 を 検 討 し 、 是 正 措 置 又 は 予 防 措 置 を 講 じ る 。  

 
 （ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 業 務 の 改 善 ）  
 第 十 六 条  安 全 統 括 管 理 者 か ら 改 善 す べ き 報 告 が あ っ た 場 合 は 、 輸 送 の 安 全

の 確 保 の た め に 必 要 な 改 善 方 策 を 検 討 し 、 是 正 措 置 又 は 予 防 措 置 を 講 じ

る 。  
  ２  重 大 な 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 更 な る 安 全 の 確 保 の た め の 措 置 を 講 じ

る 。  
 
 （ 情 報 の 公 開 ）  
 第 十 七 条  以 下 に 掲 げ る 輸 送 の 安 全 に 関 す る 情 報 に つ い て 、 毎 年 度 、 外 部 に

公 表 す る 。  
①  輸 送 の 安 全 に 関 す る 基 本 的 な 方 針  
②  輸 送 の 安 全 に 関 す る 目 標 及 び 当 該 目 標 の 達 成 状 況  
③  自 動 車 事 故 報 告 規 則 第 ２ 条 に 規 程 す る 事 故 に 関 す る 統 計  
④  輸 送 の 安 全 に 関 す る 組 織 体 制 及 び 指 揮 命 令 系 統  
⑤  輸 送 の 安 全 に 関 す る 重 点 施 策  
⑥  輸 送 の 安 全 に 関 す る 計 画 及 び 実 績  
⑦  事 故 、 災 害 等 に 関 す る 報 告 連 絡 体 制  
⑧  安 全 管 理 規 程 、 安 全 統 括 管 理 者  
⑨  輸 送 の 安 全 に 関 す る 教 育 及 び 研 修 計 画  
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⑩  輸 送 の 安 全 に 関 す る 内 部 監 査 結 果 及 び 措 置 内 容  
  ２  行 政 処 分 後 に 輸 送 の 安 全 確 保 の た め に 講 じ た 改 善 状 況 に つ い て 、 国 土

交 通 省 に 報 告 し た 場 合 は 、 外 部 に 公 表 す る 。  
 
 
 
 （ 輸 送 の 安 全 に 関 す る 記 録 の 管 理 等 ）  
 第 十 八 条  本 規 程 は 、 定 期 的 に 見 直 し を 行 な う 。  
  ２  輸 送 の 安 全 に 関 す る 会 議 の 議 事 録 、 報 告 連 絡 体 制 、 安 全 統 括 管 理 者 の

指 示 、 内 部 監 査 の 結 果 、 社 長 及 び 役 員 に 報 告 し た 是 正 措 置 又 は 予 防 措 置

等 を 記 録 し 、 こ れ を 保 存 す る 。  


